
人権に関する相談窓口

【　佐久市窓口　】

【　国・県・その他の窓口　】

月～金
（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15
毎月第3土曜日
9：00～12：00

相談時間など

58-2039（直通）

相談できる内容 相談機関 電話番号

相談時間など電話番号担当課・係など相談できる内容

浅科人権文化センター

生活上の相談、
人権に関する相談

佐久市中央隣保館 62-0991（直通）

望月人権文化センター 51-1135（直通）

みんなの人権110番
（全国共通人権相談ダイヤル）

長野地方法務局佐久支局
人権なんでも相談所

長野県人権啓発センター

0570-003-110

67-2272

026-274-3232

月～金（祝日を除く）
8：30～17：15

木のみ（祝日を除く）
9：00～16：00

火～日（月は休館日）
8：30～17：00

生活上の相談、
人権に関する相談

月～金
（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15
毎月第3土曜日
13：30～16：30

月～金
（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15
毎月第2・4土曜日
（1月は第2・3・4土曜日）
8：30～17：15

人権全般に関する相談


